




　わが国の公的集合住宅団地は、人口拡大・都市化の時代に大量に建設されました。そこで
は、住宅の老朽化や設備の陳腐化などの物理的な問題のみならず、高齢化率の上昇やコミュ
ニティの弱体化などの社会的問題をも抱えています。その数は、公営住宅で約219万戸、UR
都市機構賃貸住宅で約77万戸にものぼり、再生・更新のみならず維持自体も困難を極めて
います。さらに人口減少時代を迎え、団地の縮退や住宅以外の機能の導入など、住宅地その
ものの再生（＝再編）が重大な課題となっています。
　関西大学戦略基盤団地再編プロジェクトは、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支
援事業の採択を受けた、平成23年度から5年間にわたる技術開発研究プロジェクトです。本
プロジェクトでは、集合住宅団地を、住宅および環境ストックの活用を図りつつ住民が守り育
て自立的に更新していけるような“まち”に再編する技術（＝団地構造の修復型再編技術）及
び、それらの事業を展開する手法技術を開発し実践に活かすことを目的として、特に、大規模
公的集合住宅団地の修復型再編手法に関する技術開発研究を行っています。
　本プロジェクトでは、現在、具体の団地を対象とした再編技術提案などを行っていますが、
関連して行っている講演会・レクチュアシリーズ、事例調査等の活動成果を、簡潔にわかりや
すくお読みいただける団地再編リーフレットとして公表しています。本団地再編叢書は、同様
の趣旨で、関連の知見をブックレットとしてまとめるものです。描き下ろしもありますし、過去
の出版物の中から抜粋したものもございます。お読みいただき、議論が展開されることを望ん
でいます。

2016年 2月 1日
関西大学戦略基盤団地再編プロジェクト　代表　江川直樹
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はじめに	 

	 

	 

	 

	 京都府八幡市の男山団地内には、ＵＲ賃貸住宅団地に加えて同時期に建設された団地型分

譲集合住宅があり、賃貸住宅団地同様40年が経過しています。それらは、団地一つあたりが

400～500戸と大規模であるため、地域に与える影響が大きくかつ問題解決を困難なものとし

ています。そして、高経年分譲集合住宅が抱える問題として、①建物の物理的劣化、②建物

の社会的劣化、③高齢化への対応の遅れ、④管理の困難性、⑤管理組合活動の困難性、があ

げられます。また、男山団地内の団地型分譲集合住宅の場合は、隣接するＵＲ賃貸住宅団地

と一体的に「建築基準法86条（一団地認定）」による整備がおこなわれており、その解消等

の困難な問題を抱えています。このままでは団地型分譲集合住宅は、再生が進まないまま老

朽化し、将来大量の空き家を抱えることになりかねず、その場合の負の社会コストは膨大と

なるおそれがあります。	 

	 こうした問題への対応が八幡市における施策において極めて重要です。一部の団地では、

建替え等将来のあり方を考える再生に向けた取組が始まっています。ただし、八幡市の団地

型分譲集合住宅は、郊外立地型に該当し、その建替え費用を捻出するための保留床（※）の

需要は少ないことが想定されます。なおかつ、団地が大規模であるため、費用を捻出するた

めの保留床が多くなってしまうという矛盾に陥り、結果的に住民の負担が大きくなり、建替

えに向けた合意形成は困難となります。	 

	 一方、男山団地の集合住宅においては、賃貸、分譲を問わず、多くの住民にとって流動的

な棲家ではなく、終の棲家として住み続ける場となっています。男山団地には、年月を経て

熟成した緑地、ゆとりのある屋外空間、弱体傾向が見られるとはいえ長年継続してきたコミ

ュニティ等地域資源として高く評価されるものが現存します。これらの地域資源を大切に使

っていくことが、持続的な集住環境の実現につながると考えます。	 

	 八幡市は、団地型分譲集合住宅の再生に向けた動きを受けて、支援の検討を進めています。

具体的には、高経年分譲集合住宅再生の支援のための優良建築物等整備事業の活用、建替え

計画を考慮した要綱の変更に向けた検討等です。団地型分譲集合住宅の再生がマンション所

有者自身の住宅改善に終わるのではなく、周辺地域の環境改善や再生に貢献することが望ま

しく、再生に際しては周辺住民や市民の理解と賛同を得られるような方向を求めていく必要

があります。	 

	 本書は、『集合住宅“団地”の再編（再生・更新）手法に関する技術研究』に取り組む関

西大学が、八幡市まちづくり推進部都市計画課、京都府総務部自治振興課まちの仕事人の参

画を得て研究会を開催し、現状の課題の整理と現法制上での好ましい再編の可能性の検討を

おこない、その再生に向けた支援を検討した内容をとりまとめたものです。検討では、現在



の再生を取り巻く条件の下で、モデル団地での一括建替え及び部分建替えのシミュレーショ

ン検討を実施し、何が問題になっているのかを探り出すことを目的としました。シミュレー

ション検討では、現行の法制度のもと実現可能な案を検討しています。これらの検討内容は、

今後議論を進めていくためのスタートラインと位置づける内容です。本報告書が団地型分譲

集合住宅の再生への取組への一助となり、再生の具体化につながることを願います。	 

	 

（※）保留床：マンション建替えなどで新たに建設した建物のうち、元の地権者が権利を有する部分（権利床）以外のエ

リア（床）のこと。例えば高容積利用などにより新たに生まれた余剰部分がこれにあたる。余剰床とも呼ばれる。	 



第１章	 団地型分譲集合住宅再生支援検討について	 

	 

１．目的と位置づけ	 

八幡市内には４つの団地型分譲集合住宅が存在する。それらは、昭和 47年（1972年）か
ら昭和 51年（1976年）の間に、日本住宅公団（現独立行政法人都市再生機構）ないしは京
都府住宅供給公社によって供給された。いずれの団地も住戸数 360～490戸の大規模団地で
ある。これらの団地型分譲集合住宅は、エレベーターのない 5階建てで、高経年による老朽
化とともに住民の高齢化が進展している。平成 26年（2014年）3月に策定された「男山地
域再生基本計画」では、「男山団地内の分譲団地の再生」が重要課題として位置づけられて

いる。	 

今回の検討は、市内に現存する団地型分譲集合住宅の再生に当たり、市の支援項目につい

て検討することを目的とし、市の再生支援方策の作成に向けた検討課題の抽出として位置づ

ける。	 

検討にあたっては、以下の２つの点に留意した。	 

・	 再生のための手法として、建替えだけではなく、改修や増築等さまざまな手法を視野に

入れる。	 

・	 再生にあたって、市の要綱をはじめ諸々の実情にそぐわない項目について検討する。	 

	 

２．研究会の役割と検討経緯	 

検討に当たり、京都府、八幡市、関西大学をメンバーとする研究会を設置した。研究会の

役割は、具体の再生検討事例による必要な再生手法の模索、具体検討のレビュー、シミュレ

ーション検討を行うこととした。	 

研究会は、以下の日程で１２回にわたり開催した。	 

第１回：平成 26 年  4 月 14 日（月）   第２回：平成 26 年  5 月 12 日（月） 

第３回：平成 26 年  6 月 9 日（月）   第４回：平成 26 年  7 月 16 日（水） 

第５回：平成 26 年  8 月 26 日（火）   第６回：平成 26 年  9 月 24 日（水） 

第７回：平成 26 年 10 月 24 日（金）   第８回：平成 26 年 11 月 21 日（金） 

第９回：平成 26 年 12 月 16 日（火）   第 10 回：平成 27 年 1 月 13 日（火） 

第１１回：平成 27 年 2 月 2 日 （月）   第 12 回：平成 27 年 3 月 10 日（火） 

第７回を除き関西大学先端科学技術推進機構会議室にて開催（第７回は京都府庁 1号館 1 階打合せスペースにて開催） 
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第２章	 八幡市における団地型分譲集合住宅の現状	 

	 

各団地型分譲集合住宅の概要	 

八幡市内には４つの団地型分譲集合住宅が存在

し、そのいずれもが男山地域に位置する（図 1）。

４つの団地型分譲集合住宅の位置と諸元概要を以

下に示す（表 1）。	 

・	 ４団地（男山 E地区、男山第 2～4住宅）は、
昭和 47年（1972年）から昭和 51年（1976年）
にかけて供給され、2015年現在の築後年数は
39年～43年となっている。 

・	 供給主体は、男山E地区が京都府住宅供給公社、
男山第 2～4住宅が日本住宅公団（現独立行政
法人都市再生機構）である。	 

・	 住戸数 360～490 戸の大規模団地となっており、
住棟はエレベーターのない 5階建てである。	 

・	 管理形態に関しては、男山E地区は自主管理を、
男山第 2～4住宅では委託管理を行っている。	 

・	 男山第 2～4住宅は、隣接する UR都市機構男
山団地や市有施設と一体的に建築基準法第 86	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
条の一団地認定を受けている。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図１．男山地域と男山団地 

・	 第４章でのシミュレーション検討の対象団地は、建替えに向けた検討が進められている

男山笹谷の男山第 4住宅とした。	 

表１．八幡市における団地型分譲集合住宅の概要	 
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第３章	 団地型分譲集合住宅の再生にかかる仕組と課題	 

	 ここでは、団地型分譲集合住宅の再生にかかる、建築基準法等の公法、要綱、支援、合意

形成に向けた支援、税制の仕組と課題について整理を行う。	 

	 

１．公法上の仕組と課題	 

（１）一団地の総合設計制度（建築基準法 86 条第１項）連担建築物設計制度（建築基準法

86 条第２項）	 	 	 	 	 注）以下、建築基準法を「法」、建築基準法施行令を「令」と略す。	 

１）制度の概要、改正経過とそれに伴い発生した課題	 

昭和25年（1950年）に制定された建築基準法において、「一敷地一建築物（令１条第１項

第１号）」及び「接道（法43条）」の例外規定として、これらの原則を緩め、一敷地に複数

棟存在し、建築物が接道しない状況が可能なように定めたのが、法86条の「一団地の総合設

計制度」である。複数の住棟が存在する団地は、この総合設計制度の認定を受けた上で建設

されている。	 

	 その後時代状況が変化する中、既成市街地における建物更新を促進する必要性から、平成

10年（1998年）の建築基準法改正により、「連担建築物設計制度（法86条第２項）」が創設

された。それに伴い、法86条の認定に際して関係権利者全員の同意を得ること、認定の取り

消しに際して、関係権利者全員の合意を得ることが規定された。	 

	 郊外の団地は、そのほとんどに「一団地の総合設計制度」が適用されているが、この法改

正で、新規認定、認定取り消しに全員同意または合意要件が盛り込まれたことにより、団地

の建替えや増改築等に大きな影響を与えている。	 

	 一団地の総合設計制度、連担建築物設計制度、区域の変更をせず建替えを実施する場合の

制度（建替え認定制度）の比較表を表２に示す。また、各認定における特例となる対象規定

ならびにその概要を表３に示す。	 

表２．各制度の比較	 
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表３．認定における特例となる対象規定ならびにその概要	 

	 

	 

２）一団地の総合設計制度に係る具体的な課題	 

①区域変更に伴う全員同意・合意	 

	 建替えに伴い認定区域を変更する必要がある場合、関係権利者の全員合意・同意（※）が

必要となる。例えば、建替え費用を捻出するため団地敷地の一部を売却し、既認定区域を縮

小するなど、認定区域の変更が必要となる場合がある。建築基準法の第86条第１項では、一

団地の認定区域を変更する規定は定められていない。そのため、全員合意のもと一団地の認

定を一旦取り消した上（法86条の5）で、縮小した区域を対象に全員同意のもと新規の認定

（連担建築物認定）を受ける必要がある（法86条第２項）。図２に一団地認定の区域変更に

伴う手続きの流れを示す。	 

（※）関係権利者とは、区域内の土地の所有者と借地権者を指す。	 
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図２．一団地認定の区域変更に伴う手続きの流れ	 

	 

②区域変更に伴う既存不適格建築物の発生	 

認定取り消しに伴い、敷地単位での規制が

適用されることとなり、接道規定や日影規制、

高さ制限等の既存不適格建築物が発生する

可能性がある。	 

第４章のシミュレーション検討の対象モ

デル団地のうち、既存の２棟（313棟・316

棟）については、所有上の境界線を前提とし

た場合日影規制に抵触することがわかった

（図３）。建築基準法上の敷地境界線につい

ては、必ずしも所有上の境界線に一致する必

要がない。そのため、再生の開始に当たって

連担建築物認定を受ける際の境界線は日影

規制をクリアする位置に設定し、建替えをは

じめとする再生事業の完了後に所有上の境

界線での日影規制をクリアすることを条件

としてこの課題の解決が可能である。	 

	 	 

図３．シミュレーション検討の対象モデル団地の日影図 
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③その他	 

男山団地における団地型分譲集合住

宅は、隣接するＵＲ賃貸住宅（ＵＲ男

山団地）と一体的に一団地認定を受け

ている（図4）。中でも、第４章のシミ

ュレーション検討の対象モデル団地は、

隣接するＵＲ男山団地Ｄ地区ならびに

市立わかたけ保育園と一体的に一団地

の認定を受けている。モデル団地及び

ＵＲ賃貸住宅が建替え等の再生事業に

着手する場合、一団地認定の取り消し

及びそれに伴う連担建築物認定制度の

新規認定の手続きが必要であり、関係

権利者全員の同意が必要となる。なお、

連担建築物認定制度の新規認定に際し

ては、既存建物の接道が妨げられない

ように区域設定を行うことが不可欠で

ある。	 

	 認定区域の変更に伴う合意要件の緩

和ニーズは高いが、合意要件の緩和は

法改正を必要とする。現時点での法制

的見解では、全員合意の手続きの緩和

は財産権の著しい侵害に当たるとされ、

法改正の可能性は低い。このような現

状を踏まえた対応としては、再生の初

期の段階で、全員合意を得る方策が有	 

効と考える。再生に向けた計画が具体的に進んだ後の全員合意は、ハードルが高くなること

が予想されるためである。	 

一括建替えにとどまらず、地域と連携しながら公益性の高い再生を実現するためにも、一団

地認定の取り消し及びそれに伴う連担建築物制度の新規認定が再生への第一歩となる。	 

	 一団地認定の取り消し及びそれに伴う連担建築物認定制度の新規認定について、現段階で

は京都府内での実施例がない。そのため、本研究会は、①～③の課題について、京都府の法

86条にかかる担当部局である建設交通部建築指導課及び山城北土木事務所建築住宅室と一

団地の区域変更手続きのシミュレーション検討を実施、意見交換を行った。これにより、課

題の共有とともに、次の段階の具体案での協議への道筋をつけることができた。	 

図４．男山団地の一団地認定の状況	 

赤囲い部分が団地型分譲集合住宅部分を示す 
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（２）高度地区による高さ制限（都市計画法第 9条）	 

１）高度地区による高さ制限の概要	 

４つの団地型分譲集合住宅の建築地のいずれもが、都市計画法第９条第１７項の規定によ

り定める第２種高度地区（綴喜都市計画高度地区八幡市決定）に該当する。第２種高度地区

の制限内容は以下の通りである。	 

「建築物の高さは、その最高限度を15mとし、かつ建物の各部分

の高さを当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境

界線までの真北方向の水平距離に0.60を乗じて得たものに

7.5mを加えたもの以下とする。」	 

なお、八幡市の高度地区による建物高さの制限は、隣地の日照への考慮をはじめとする住

宅地の環境保全、街並み景観の保全・形成を目的に、1974年（昭和49年）に導入された。	 

２）高度地区による高さ制限に係る具体的な課題	 

①建替え後の建物高さ	 

建物高さの最高限度が１５ｍであることから、建替え後の建物の階数は従前同様地上５階

建てまでが最大となる。先述の通り高さ制限は、当該敷地のみではなく、周辺も含めた街並

み景観の保全や周辺との調和を目的に設けられたものである。そのため、容積確保のために

現行の高さ制限を緩和することは、周辺地域へ影響を及ぼし、制限の本来の目的を無視する

ことにつながる。	 

本研究会では、建替えに向けた検討が進められている男山第 4住宅を対象に、建替えのシ

ミュレーション検討を行った（第４章	 モデル団地でのシミュレーション検討）。現行の高さ

制限を前提とした５階建てでの建替え検討では、戻り住戸の必要戸数（３７０戸）の確保が

可能であることがわかった。しかし、後述の住宅金融支援機構のまちづくり融資の要件（法

定容積率の 1/2 利用）を満たし、駐車場と駐輪場を（立体化・機械化せず）平面で確保する

場合、緑道沿いの樹木が残らない可能性が高い結果となった。そこで、建替え後の階数を６

階（最高高さ１８ｍ）とした再検討では、緑道沿いの樹木を現状のままの保存が可能である

ことが確認された。	 

②都市計画の変更	 

都市計画の変更による高さ制限の緩和には、種々の調整を要し、長い期間を要する。変更

手続きの流れは以下の通りである。	 

原案の作成（府との下協議、公聴会等による住民意見の反映）→案の作成（府への事前協議）

→案の公告・縦覧→市都市計画審議会→知事協議→都市計画の決定（告示及び縦覧）	 

現行の制限を緩和するには、高度地区廃止、地区計画で建築物の高さの最高限度を定める

ことが想定される。しかし、男山地域は既成市街地であり、地区計画の策定に当たって計画

範囲内の関係権利者全員の合意が望ましく、団地の周辺住民の意向を尊重する計画が不可欠

で、関係権利者の意見を求める際に、高いハードルを乗り越えることが課題となる。	 

第２種高度地区における高さ制限	 
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【参考】欽明台Ｅ地区（高層集合住宅地区）の建物高さについて	 

ここでは、地区計画により高層建物の建築が可能となっている欽明台Ｅ地区について、参

考として紹介する。	 

欽明台Ｅ地区は、第一種中高層住居専用地域であるが、高度地区を定めてはいない。	 

同時に、欽明台Ｅ地区は、欽明台地区地区整備計画区域に該当し、「八幡市地区計画区域

建築物制限条例」の第６条において、下記のとおり最高限度高さが定められている。 
「第６条	 建築物の高さ（令第２条第１項第６号に定める高さによる。以下同じ。）の最

高限度及び各部分の高さの制限は、別表第３の計画地区に応じ、それぞれ同表（エ）欄

に掲げる数値とする。」 
「別表第３	 （エ）建築物の高さの最高限度は４５ｍとする。」	 

	 

	 	 

男山地域 

欽明台地区 

八幡市全域図 

欽明台E地区（高層集合住宅地区） 
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２．要綱上の仕組と課題	 

ここでは、八幡市が定めた要綱について仕組と課題の整理を行う。	 

（１）駐車場・駐輪場	 

１）駐車場・駐輪場に係る現在の指導の概要	 

	 八幡市における共同住宅の建設時の駐車場・駐輪場に関する指導は、以下の通りである。	 

八幡市開発指導要綱施行基準	 ４道路に関する事項	 （２）道路構造	 ケ	 駐車場等に	 

関する事項	 （ア）共同住宅	 

「敷地内において計画戸数に相当する自動車駐車場及び１戸当たり３台以上の自

転車置場を設置する。ただし、やむを得ない事由により自動車駐車場を確保できな

いときは、少なくとも７割に相当する台数分を当該敷地に、残る台数分を開発区域

周辺にそれぞれ確保する。」	 

２）駐車場・駐輪場に係る課題	 

①団地の現状の駐車台数との乖離	 

	 第４章でのシミュレーション検討の対象団地における、平成２５年時点での駐車場、駐輪

場に関する調査結果を以下に示す。なお、アンケート調査については、全住戸数４９０戸に

対し有効票数４１０票（回収率 83.7％）であった。	 

駐車場	 設置台数：入居者用３５４台	 来客用１６台	 合計３７０台（全４９０戸に対する

割合 75％）	 契約台数：３３７台（全４９０戸に対する割合 69％）	 

駐輪場	 設置台数：自転車用３２０台	 バイク用１５０台	 合計４７０台（全４９０戸に対

する割合 96％）	 アンケート調査での自転車（アシスト自転車を含む）及びバイ

クの戸当り平均保有台数は、それぞれ 0.637 台と 0.346 台であった。	 

	 駐車場の現状の契約台数は、全戸数の 70％を下回る。駐輪場に関して自転車とバイクを

合わせた戸当り平均保有台数は 0.98 台で、要綱の必要台数を下回る。住民の高齢化の進展

により今後自動車及び自転車の保有台数の減少が想定される。そのため、実情に応じた制限

への改正が望ましい。	 

②屋外空間について	 

	 現在の建物高さの制限を守った上で、駐車場・駐輪場の設置制限をクリアするためには、

機械化を図らない限り、屋外空間がほとんど駐車場・駐輪場として使われる可能性が高い。

屋外空間は、本来緑地帯や広場等を混在させるべきである。しかしながら、第４章のシミュ

レーション検討の結果からもわかるように、５階建て案では、駐車場の設置率が７０％であ

ってもほとんど緑地帯や広場等を混在させる余地がない。	 

	 また、制限をクリアするために駐車場の立体化を図る方法（機械式または立体駐車場の築

造）は、築造や維持管理に係るコストが増大するため現実的には難しい。実際には使われな

い駐車場・駐輪場を設けた結果、住環境や地域をよくするためのきっかけとなる屋外空間の

価値が下がることは避けられなければならない。	 
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【参考】カーシェアリングを通して駐車場を持たないまちづくり	 

‐ドイツ・フライブルクのヴォーバン団地（Freiburg,Vauban）	 
ヴォーバン団地は、住民がマイカーを使用しない「カーフリー」と近隣の立体駐車場に停

車し宅内に駐車場を設けない「駐車場フリー」で有名な団地である。車の利用を減らすため、

カーシェアリングや公共交通、自転車が積極的に利用されている。団地内の通路は、荷物の

積み下ろし等最小限の使用に留められ、子供たちの重要な遊び場として考えられている。

1990 年代初頭にドイツのブレーメンで試みられて拒絶反応を受けたカーレス・コミュニテ
ィは車の所有を認めないものであった。しかし、ここヴォーバン団地では厳密なカーレス・

コミュニティではなく、自家用車のさまざまな所有形態を住民が選べるようにしたことで、

スムーズに車の少ないまちをつくることにつながった。 
団地の開発とともに「カーフリー」の実現に重要な役割を果たしたのが、住民参加を担っ

た NPO のフォーラム・ヴォーバンである。ヴォーバンは、1992 年までフランス軍駐屯地
であった。フライブルクは、1990 年年代初頭東西ドイツ統一による東欧諸国からの避難者
が流入し、学生、単身者、子育て世帯の住宅難が拡大した。跡地再開発をきっかけにフライ

ブルク大学の学生を中心に SUSI（自立自力住宅地イニシアティブ）が結成され、若年世代
の住宅確保の運動を展開した。SUSIの中心メンバーが発展的にフォーラム・ヴォーバンを
結成、住民参加のまちづくりに取り組んだ。 
参考図書	 『フライブルクのまちづくり	 ソーシャル・エコロジー住宅地ヴォーバン』	 村上敦著	 学芸出版社刊	 

  

  

	 	 

 
10



（２）住戸規模	 

１）住戸規模に係る現在の指導の概要（平成 27 年 3 月時点）	 

八幡市開発指導要綱	 第４条（事業計画の基準）	 

	 「事業者は、良好な居住環境の確保と環境保全のため、次の各号に掲げる基準により、

事業計画を策定し、事業を施工しなければならない。	 

（１）別表第 1に定める宅地区画等面積基準	 

（２）本要綱の施行に際し必要な事項として市長が定める基準」	 

	 

別表第 1	 宅地区画等面積基準	 

地域区分	 

1 戸当たり平均	 

宅地面積の下限	 

1 戸当たり住居	 

専有面積	 

戸建住宅	 長屋住宅	 共同住宅	 
単身者	 

共同住宅	 

第一種低層住居専用地域	 
150 ㎡	 130 ㎡	 60 ㎡以上	 

18 ㎡以上	 

30 ㎡以下	 第二種低層住居専用地域	 

第一種中高層住居専用地域	 
100 ㎡	 90 ㎡	 60 ㎡以上	 

18 ㎡以上	 

30 ㎡以下	 第二種中高層住居専用地域	 

その他の地域	 80 ㎡	 70 ㎡	 60 ㎡以上	 
18 ㎡以上	 

30 ㎡以下	 

	 

２）住戸規模に係る課題	 

①３０～６０㎡の住宅が作れない	 

少子高齢化に伴う一世帯当たりの居住人数の減少を背景として、住戸規模の拡大は必ずし

も実現すべき目標ではなくなっている。第４章でのシミュレーション検討の対象団地の住戸

専有面積は５７㎡であり、現在と同じ専有面積を持つ住宅の建設が不可能である。また、シ

ミュレーション検討の対象団地において平成２５年に実施したアンケート調査では、２６％

の住民が５０㎡台の住宅を希望していることが明らかになった。以上のことから、住民の多

様な実情、ニーズに柔軟に対応できるように要綱の改正を検討しなければならない。	 
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３．支援上の仕組と課題	 

	 市街地の環境改善や良好な市街地住宅の供給等の促進の観点から、一定の要件を満たす

建替えについて、資金面で区分所有者の負担を軽減するための措置として、国の補助制度を

適用することが可能である。国の補助制度として、「優良建築物等整備事業」がある。また、

建替えに係る住宅金融支援機構による融資として「まちづくり融資」がある。ここでは、そ

れらの仕組と課題の整理を行う。	 

（１）優良建築物等整備事業（優良再開発型マンション建替えタイプ）	 

優良建築物等整備事業は、市街地の環境改善、良好な市街地住宅の供給等の促進を目的と

し、一定割合以上の空地確保や、土地の利用の共同化等に寄与する優れた建築物等の整備に

対して、国が共同通行部分や空地等の整備補助を行う事業である。 
１）補助の概要	 

①建替え決議等の前における調査設計計画費等に対する補助	 

調査設計計画費について、区分所有法 62 条１項の規定による建替え決議又は区分所有
者全員 の同意の取り付け以前であっても、集会の議決により建替えの推進について５分
の４以上の賛成を 得ている場合においては、補助の対象とする。 
＜補助対象＞ 現況測量、現況調査、権利調査及び調整、敷地設計費、資金計画作成費 
＜補助額＞ 建替え決議前における調査設計計画費等の補助には、以下の限度額を設定す
る。 
・１棟あたり５０戸以下のマンション  ７４１千円／戸 
・１棟あたり５０戸超のマンション 	  ３５３千円／戸 
以上の戸当たり限度額に戸数を乗じた総額の２／３が補助対象の上限となる。 
②建替え決議後における調査設計計画費等に対する補助	 

建替え決議等が行なわれた一定の要件を満たすマンション建替え事業に対して、国が地

方公共団体を通じて補助を行う。 
＜補助対象＞	 

① 調査設計計画費 
・事業計画策定費、地盤調査費、建築設計費など 

② 土地整備費 
・建築物除却費、整地費、補償費など 

③ 共同施設整備費 
・空地整備費（通路、駐車施設、児童遊園、緑地、広場）	 

・供給処理施設整備費（給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、電話施設、ごみ	 

処理施設、情報通信施設、熱供給施設）	 

・共同施設整備費（テレビ障害防除施設、立体的遊歩道・人工地盤等、電気室・機械	 

室、共用通行部分（廊下など）、駐車場、生活基盤施設（集会所など）、高齢者生	 
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活支援施設、備蓄倉庫・耐震性貯水槽、防音・防振工事費） 
＜補助率＞２／３以内（国	 １／３以内、地方公共団体１／３以内）。国の補助を受ける

場合は、地方公共団体の補助が必要。	 

２）優良建築物等整備事業に係る課題	 

①補助要綱の整備	 

	 優良建築物等整備事業については、地元自治体の協力を前提としている。これまで、京都

府内での実施事例はない。補助対象物件の位置づけを明確にするため、一定の基準を満たす

必要性があることから自治体で補助要件となる要綱を定めることが必要となる。現在のとこ

ろ、府・市共に優良建築物等整備事業に関する補助要綱は未整備である。国との協議を続け

るともに、補助要綱の整備が課題である。	 

②再生の位置づけの明確化	 

	 今後国との協議を進めていくためには、再生の位置づけを明確にする必要がある。京都府

の担当部局（建設交通部建築指導課）との協議では、耐震診断（第一次診断）により現在の

状況を明らかにすることが協議のスタートとなることが示唆された。次頁に参考として耐震

診断の一次診断から三次診断までの特徴と計算方法について、整理した一覧表を示す。再生

の必要性という点では、現在各住棟前に消防活動空地がないことが安全面での課題の一つと

して挙げられる。	 

なお、近畿圏では、神戸市が阪神淡路大震災の被災マンションの再建に、豊中市が千里ニ

ュータウン内のマンション建替えにあたり、優良建築物等整備事業が活用された。神戸市と

豊中市は、補助要綱を整備している。	 
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【参考】耐震診断の方法について	 

	 ここでは、耐震診断の一次診断から三次診断までの特徴と計算方法について、整理した一

覧表を示す。	 

 特徴	 計算の方法	 

一次	 

診断	 

 

・最も簡便な方法。設計図面が残っていれば建物の詳細

な調査を行わなくても短時間で計算が可能。 

・柱・壁の断面積（メンバー寸法）ならびに開口寸法が

必要。	 

・比較的壁の多い建物には適しているが、壁の少ない建

物では耐力が過小評価される。	 

・コア抜き（コンクリート強度等の測定のための供試体

採取）は参考として行う。	 

	 

	 

・各階の柱と壁の断面積とその階

が支えている建物重量から計

算。 

二次	 

診断	 

 

・一次診断より結果の信頼性が高く、公共建築物（学校・

庁舎等）で最も多用されている方法。	 

・耐震補強を実施する場合に前提（必須）となる調査。

二次診断の結果をもって耐震補強案の提案（補強方法

と補強箇所数の提示）を実施。 

・コンクリートの圧縮強度・中性化等の試験、建物の劣

化状態（ひび割れ・漏水・鉄筋錆・コンクリート爆裂）

などの調査が必要。コア抜きは必須となる。	 

	 

	 

・各階の柱と壁のコンクリートと

鉄筋の寸法から終局耐力を計

算して、その階が支えている建

物重量と比較する計算。 

三次	 

診断	 

 

・二次診断＋αという位置づけ。 

・二次診断の柱と壁に加えて梁も考慮。 

・高層や鉄骨造建物が対象となることが多い。 

	 

・現行建築基準法の保有水平耐力

計算とほぼ同程度のレベルで

建物の終局耐力を計算。	 

 

（一財）建築防災協会ならびに（一財）耐震診断協会の HPより調査 
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（２）住宅金融支援機構によるまちづくり融資	 

１）融資の概要	 

マンション建替えの事業費に対する融資及び組合員等の購入費に対する融資制度である。	 

事業の構想・計画段階から資金計画の相談や建設資金の融資を行うこと、建設資金融資の対

象として、建築工事費の他に、調査設計計画費、補償費、土地取得費、除却工事費も対象と

なることが特徴である。また、高齢者がマンション建替え事業等により建設される住宅を取

得しやすくすることを目的として、「高齢者向け返済特例制度（注）」が整備されている。	 

（注）マンション建替事業等により建設された住宅に自ら居住するため、高齢者（借入申込時満	 60	 歳以上）が住

宅を購入する場合に、	 亡くなるまでの間は利息のみの支払いで借入れが可能な制度。元金は、借入人全員が亡くな

った際に、相続人が一括で返済するか、あらかじめ担保提供した住宅（建物・土地）の処分により返済することと

なる。親族に連帯保証人となる者がいない場合は。(一財)高齢者住宅財団が連帯保証人となる。（一財）高齢者住宅

財団の保証にあたっては、保証料（融資額×1.5％）と事務手数料（37,800 円[消費税込]）が必要となる。	 

２）対象地要件	 

	 八幡市は、住宅金融支援機構より男山地域を対象に「まちづくり融資の対象となる区域」

指定を受け地域要件をクリアしているので、融資に向けた協議が可能である。 
３）事業要件	 

マンション建替え事業では、以下の３つの要件を全て満たす必要がある。	 

① 新たに建設される建築物の地上階数が 3階以上であること。	 
②	 新たに建設される建築物の敷地面積が 300m2以上(※)であること。	 

（※)マンション建替え円滑化法に基づく事業以外の事業の場合は、新たに建設される建築物の敷

地面積が 500m2以上であること。	 

③	 建替え前の区分所有建築物が次の(a)及び(b)に該当すること	 

（ａ）区分所有法第 62 条第 1項に基づく建替え決議、同法第 69 条第１項に基づく	 

	 	 	 	 	 建替え承認決議、同法第 70 条第１項に基づく一括建替え決議、区分所有者全

員の総意による建替え決議又はマンション建替え円滑化法第108条第1項に基

づくマンション敷地売却決議を行っていること	 

	 	 	 （ｂ）「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数の 3分の 1以上

を経過していること（例：鉄筋コンクリート造住宅の場合は 16 年以上経過し

ていること）	 

４）建築物の要件	 

建築物要件として、以下のⅠからⅤまでの要件を全て満たしていることが必要である。	 

Ⅰ	 住宅部分が建物全体の 1/2 超であること	 

Ⅱ	 構造が耐火構造、準耐火構造（省令準耐火構造を含む。）又はまちづくり省令準耐火

構造であること	 

（※）賃貸建築物建替え事業の場合は、耐火構造又は準耐火構造であること。	 
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Ⅲ	 法定容積率の１／２以上を利用していること 
Ⅳ	 １戸当たりの住宅の床面積が、30m2以上 280m2以下であること	 

Ⅴ	 機構の定める一定の技術要件に適合すること 
５）融資条件（短期事業資金）	 

	 ① 融資対象者：個人又は法人（マンション建替組合含む）	 
② 融資額	 融資限度：事業費の範囲内、かつ、担保評価額以内	 

	 	 	 	 対象事業費：まちづくり融資の要件に該当する建築物の建設又は購入に要す

る資金（借換えも含む）	 
③ 融資金利：0.77％（平成 27 年 3 月現在、金利は毎月見直され資金実行時の金利が適用
される）	 

④ 融資金の返済期限：原則として、建物竣工後２年以内で個々の事業に応じて機構が設
定した返済期日	 

⑤ 融資金の返済方法：原則として、分譲住宅の譲渡状況に応じた償還	 
⑥ 融資の貸付形態：約束手形に基づく貸付	 
⑦ 担保：原則として、土地・建物に対して根抵当権、事業者が有する債権に対して質権、
譲渡担保権等を支援機構のために第一順位で設定	 

⑧ 保証：原則として、保証能力のある者の保証が必要（機関保証（※）も可）。ただし、
中小事業者で保証人の確保ができない場合は、無保証融資が可能な場合がある。	 

（※）機関保証を利用する場合は、保証料が必要となり、平成 27 年 3 月現在、支援機構が承認した保

証機関及び保証料は、次のとおりである。	 

・(一財)首都圏不燃建築公社、(一財)住宅改良開発公社：融資額に対して年 1％を乗じた額（年払い）	 

・(公社)全国市街地再開発協会：融資額に対して年 0.2%～0.75％を乗じた額（年払い）（別途、保証対	 

象となる事業要件があり）	 

⑨ 火災保険：支援機構が必要と認める場合は、建物へ火災保険を付保する必要がある。	 
⑩ 一部繰越返済手数料：5,250 円（税込）	 
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【参考】住み続けるための仕組づくり	 

今後のマンション建替えでは、保留床がほとんど生じないケースが中心となり、建替え費

用総額を建替え後の専有面積比で按分負担するような事業が増えるだろう。こうした場合に

居住の継続に要する住戸専有面積を確保するために必要な追加資金を負担できない区分所

有者が相当数発生する可能性がある。わずかな年金収入以外に収入のない高齢者世帯等では、

こうした追加資金を負担できないために、建替えに参加できないといった事態が想定される。

こうしたケースで居住の継続を図る方法として、現行の制度では住宅金融支援機構の高齢者

向け建替え融資制度があり、最大 1,000 万円までの住宅ローンを、利子だけの返済で元本を

据え置き、債務者の死亡時に元本を清算する仕組となっている。	 

江戸川アパートメント（東京都新宿区）の事例では、管理組合が特定の住戸を自ら所有し、

規約共用部分として収入のほとんどない高齢者に使用貸借で貸している例がある。使用貸借

としたのは、賃貸借だと相続人に相続される可能性があるためである。この事例では、当該

高齢者は従前住戸を売却した資金で、その後の生活費をまかない、住居費としては修繕積立

金と管理費のみの負担として居住の継続を図ることができた。	 

このような事例から、建替え後の管理組合がいくつかの住戸を規約共用部分として保有し、

身寄りのない高齢者などを中心に、区分所有床の取得は困難だが居住の継続を図りたい区分

所有者に当該住戸を賃貸する仕組が考えられる。この場合、賃貸床取得のための費用は、住

宅金融支援機構のマンション建替え融資制度を拡張して、建替え後の管理組合にも融資でき

るようにして賄うことが現実的である。このケースでは、当該融資の返済は、原則的には賃

貸床の賃料から賄うものとしている。そして、入居者（従前の区分所有者）の所得等を勘案

して、一部は管理費の中から支出できるように、予め規約を整えておくことが不可欠である。	 

こうした仕組により、資金負担能力のない区分所有者の継続を図ることができ、そうした

区分所有者の合意に一歩でも近づくことができるものと考えられる。	 

	 

【参考】仮住まい対策	 

	 再生事業においては、建替えや改修工事の段階で仮住まいの期間を生じることとなる。仮

住まいのために２回の引越しが必要となること、ならびに家賃負担対策が重要となる。引越

しや仮住まいに係る費用は、区分所有者の自己負担が原則である。これは、建替えをはじめ

とする事業が、市街地再開発事業における補償のように法律の中で位置づけられ、事業費の

中で賄うような仕組となっていないためである。	 

	 なお、仮住まい住戸の家賃負担については、ＵＲ都市再生機構では組合をはじめとする法

人が法人契約を結ぶことによって、最大５年間にわたり家賃・敷金の複数戸割引の制度が用

意されている。一法人当たり２戸以上の同時契約で５％の、５戸以上の同時契約で１０％の

割引が適用される。男山団地は、複数戸割引制度の適用団地となっているため、制度の利用

が可能である。	 	 
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【参考】国土交通省によるマンション再生に係るマニュアル一覧	 

	 ここでは、国土交通省がマンション再生にかかる支援のために作成したマニュアルを一覧

にまとめる。千葉市や横浜市等団地型分譲集合住宅の多い自治体でも、独自のマニュアルを

作成している。	 

マニュアル名	 概要	 

①マンションの建替えか修繕かを判断する

ためのマニュアル【平成15 年１月】	 

※平成 22 年 7 月一部改訂	 

○建替えと修繕について、それぞれの居住性等の改

善効果や所要額等を比較検討する際の基本的な考え

方や技術情報等をとりまとめたマニュアル。	 

②マンションの建替えに向けた合意形成に

関するマニュアル【平成15 年１月】	 

※平成 22 年 7 月一部改訂	 

○マンション建替えを円滑に進めるための手引き書

として、初期の合意形成の検討段階から事業を具体

的に実施する段階に至る、マンション建替えの全プ

ロセスを対象として、合意形成及び建替事業の適切

な進め方のポイントや留意点について解説したマニ

ュアル。	 

③改修によるマンション再生手法に関する

マニュアル【平成16 年6 月】	 

※平成 22 年 7 月一部改訂	 

○改修によるマンション再生に関する技術情報や手

続き上の留意点等をとりまとめたマニュアル。	 

④マンション建替え実務マニュアル	 

【平成17 年8 月】	 

※平成 22 年 7 月一部改訂	 

○マンション建替えに係る法律上の手続きや実施計

画の策定等の実務について、実務者の視点から整理

するとともに、その対応方法について詳細に解説し

たマニュアル。主として、管理組合及び公共団体等

のマンション建替え実務者に必要とされる知識やノ

ウハウについて取りまとめられたもの。	 

⑤マンション耐震化マニュアル	 

【平成19 年6 月】	 

※平成 22 年 7 月一部改訂	 

○マンションの耐震診断、耐震改修実施など、管理

組合及び区分所有者が行うマンションの耐震化に関

する実務的な手続き、留意点などをとりまとめたマ

ニュアル。	 

⑥団地型マンション再生マニュアル	 

【平成 22 年 7 月】	 

○団地型マンションの再生を対象として、団地管理

組合が再生の検討や合意を進める際に、検討すべき

事頄やその内容、手続き上の留意点等について解説

したマニュアル。	 

＊各マニュアルは、以下のホームページからダウンロード可能。	 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseitatekae.htm	 
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４．合意形成に向けた支援上の課題	 

	 再生に向けた合意形成にあたっては、専門家による支援が不可欠となる。ここでは、専門

家の役割と責任、専門家の支援にかかる課題について整理を行う。	 

（１）専門家の役割と責任	 

再生に向けた合意形成段階において、住民はさまざまな専門家の協力を得ながら合意形成

に取り組むこととなる。多くの場合、コンサルタントや設計事務所をはじめとする専門家に

依頼することとなる。取組にあたっては、専門家の役割と責任を理解することが不可欠であ

る。	 

コンサルタントをはじめとする専門家の役割は大きい。まず、再生事業の仕組や留意すべ

き点について、住民にわかりやすく伝える必要がある。建替えだけではないさまざまな再生

のメニューの比較や耐震診断等現状把握に対するアドバイスも必要となる。さらに、再生事

業の枠組みやスケジュールの概略を、管理組合理事会や建替え検討委員会等の再生を推進す

る組織と協議しながら詰めていくこととなる。	 

この段階で、コンサルタントは再生計画案の作成や事業費の試算に取り組むこととなる。

計画案や試算はあくまで目安に過ぎず、コンサルタントは再生事業を担保する立場ではない。

住民ないしは保留床や保留地の分譲に関与する不動産会社や建設会社をはじめとする事業

協力者がその立場にあることに注意しなければならない。コンサルタントとして必要なこと

は、再生事業を実際に推進する立場にある事業協力者の選定、住民と事業協力者との間の協

力関係の構築に対して支援することである。	 

	 また、合意形成に当たっては具体的な条件提示が必要な場面が想定されるが、市場の動向

や事業リスクの判断について責任をもって提示できるのは事業協力者である。コンサルタン

トが専門家として中心的な役割を担いながら、事業協力者が合意形成段階から参加・関与す

ることが望ましい。	 

（２）合意形成に向けた支援上の課題	 

１）公益性を踏まえた合意形成	 

従来の建替え事業では、合意形成を円滑にするため事業における「経済条件」を優先した

計画になりがちであった。建替え後の容積をできるかぎり大きくし、多くの保留床を生み出

し、建替え参加者の費用負担を軽減することが優先された。このことは、「区分所有者の、

区分所有者による、区分所有者のため」の事業であり、結果として建替え後の高層巨大化に

より、周辺住民との摩擦を生み出すことがしばしばであった。	 

コンサルタントは、一定の公益性を踏まえながら計画の策定に取り組むことが課題である。

ここで大切なのは、再生における公益性であり、団地再生を当該団地の環境改善だけでなく、

周辺地域の居住環境の課題解決の機会として捉えることである。つまり、団地を地域の社会

資源、すなわち一定の土地広がりを持つ地域の空間資源と捉える視点が重要である。地域に

貢献する事業とすることで、団地の区分所有者だけでなく、地域住民や行政にとっても再生
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の効果が得られることとなり、事業の公益性が高まることが期待される。ひいては、団地の

再生を周辺地域の再生に位置づけ、さまざまな支援を受ける環境を整えることが課題である。	 

２）自主再生での合意形成	 

郊外団地では保留床の処分に困難が予測されるため、事業協力者の参加が望めないケース

が想定される。この場合、再生事業の実施にあたっては自主再生が前提となり、管理組合理

事会や再生検討委員会等のリーダーやコンサルタントにとって、大きな覚悟が必要となる。

自主再生事業では、事業におけるリスクを再生に参加する区分所有者一人一人が負うことと

なる。そこで生じるリスクについて、一人一人の区分所有者が負える範囲内にマネジメント

することがコンサルタントの責任となる。	 

このことは、コーポラティブ住宅における建設組合の組合員とコーディネーターの置かれ

る立場に近い。コーポラティブ住宅では、住民自らが建設組合を組織し、住宅建設に参加す

ることが原則であることから、団地住民による自主再生に近いと言える。コーポラティブ住

宅においては、事業に共感した個人が事業への参加を希望し、事業に参加できるだけの資力

があることが前提となる。一方、団地型分譲集合住宅の再生にあたって、資力面をはじめさ

まざまな事情を持つ区分所有者の参加が前提となるため、合意形成のハードルがコーポラテ

ィブ住宅と比較して高い。また、コーポラティブ住宅が数十戸程度の規模であることに対し、

団地型分譲集合住宅の規模は数百戸となる。自主再生事業は、事業リスクの性質とマネジメ

ントの点でコーポラティブ住宅と似ているが、より高度の調整、合意形成が必要とされるこ

とが課題となる。しかし、数百戸の団地をコーポラティブ住宅に近い小さな単位の集合体で

あると考えることにより、コーポラティブ住宅で求められるマネジメント能力、例えば不動

産市場の分析や金額の設定、解体工事費や建設費のコストマネジメント、工期のタイムマネ

ジメント、住宅のクオリティマネジメント等を活かすことが可能となることが考えられる。	 
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５．税制上の仕組と課題	 

	 ここでは、団地型分譲集合住宅の再生に係る税制上の仕組と課題について整理を行う。	 

再生に係る税金の種類は、土地建物等の譲渡・取得に係る税金（所得税、法人税、住民税、

不動産取得税等）、登記時に係る税金（登録免許税）、契約書作成に係る税金（印紙税）、土

地建物等の保有に係る税金（固定資産税、都市計画税）、消費税がある。これらの取り扱い

の違いについて要点を述べる。	 

なお、以下に述べる税制上の仕組については、国土交通省の「マンション建替え実務マニ

ュアル	 資料２	 建替え支援制度」を参照した。また、税の特例に関する項目の多くには適

用期限がある。税制改正により延長される特例も少なくないが、以下の説明内容は平成 27

年 1 月 1 日現在の税法による。	 

（１）再生に係る税金	 

マンションの建替えに当たり適用される税を大別すると以下のように分類される。	 

① 土地建物等の譲渡に係る税金（個人：所得税、住民税	 法人：法人税、事業税、住民税）	 
② 土地建物等の取得に係る税金（不動産取得税、特別土地保有税、事業所税）	 
③ 登記時に係る税金（登録免許税）	 ④契約書作成に係る税金（印紙税）	 
⑤事業者が対価を得て行なう資産の譲渡、役務の提供等に係る税金（消費税）	 

①及び②については、マンション建替え円滑化法によるものとそうでないものとで、特

例の取り扱いが異なる。このほかには、	 

⑥ 土地建物等の保有にかかる税金（固定資産税、都市計画税、特別土地保有税） 
がある。これは建替え前のマンションにも課税されるが、建替え後には税額が大きくなる

場合が多い。 
再生に係る主な税金	 	 ○印：直接関係し課税されるもの	 △印：特定の場合に課税されるもの	 

	 建替え不参加者	 建替え参加者	 

権利を買い取られて	 

転出する者	 

権利を買い取られて転出

した者のうち新たに	 

不動産を取得した者	 

再建マンションの	 

権利を取得する者	 

個人	 法人	 個人	 法人	 個人	 法人	 

譲
渡
等	 

所得税	 

(個人)	 
◯	 	 ◯	 	 △	 	 

法人税	 

(法人)	 
	 ◯	 	 ◯	 	 △	 

事業税	 

(法人)	 
	 ◯	 	 ◯	 	 △	 

住民税	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	 △	 △	 

 
21



取
得	 

印紙税	 	 	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	 

不動産	 

取得税	 
	 	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	 

登録	 

免許税	 
	 	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	 

保
有	 

固定	 

資産税	 
	 	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	 

都市	 

計画税	 
	 	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	 

 
（２）マンション建替え円滑化法に伴う建替え関連税制	 

円滑化法による建替えの場合は、従前の権利（専用部分等）を、マンション建替組合に譲

渡し、権利変換により従後の権利を取得することとなる。	 

１）建替えに参加する区分所有者に係る税金	 

・土地建物等の譲渡に係る税金（所得税、法人税、事業税、住民税）	 

区分所有者が個人の場合	 

権利変換によって再建マンションを取得したときは、従前のマンションの譲渡がな

かったものとみなし、譲渡所得の課税はされず、申告も不要である。なお、従前マン

ションと再建マンションとの差額についての清算金を受領した場合は、譲渡所得を計

算することになっている。	 

区分所有者が法人の場合	 

圧縮記帳の方法による特例で法人税は課税されない。なお、清算金については、個人

の場合とほぼ同様の取り扱いとなっている。	 

・土地建物等の取得に係る税金（不動産取得税、特別土地保有税、事業所税）	 

不動産取得税	 権利変換による取得土地価額の 5分の 1相当額の控除	 

特別土地保有税	 権利変換による取得土地について非課税	 
事業所税	 権利変換による取得事業所について非課税	 

２）建替え事業に伴う転出者に係る税金	 

	 ・土地建物等の譲渡に係る税金（所得税、法人税、事業税、住民税）	 

	 	 売渡請求によりマンションを譲渡し、または権利変換を希望しない旨の申出により補

償金を取得したとき、所得税、法人税、住民税が課される。その際には軽減税率が適

用される。	 

転出がやむを得ない事情によるときは、1,500 万円の特別控除が受けられる。	 

	 	 やむを得ない事情とは、以下（イ）及び（ロ）の通りである。	 
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（イ）従前のマンションの用途が現行の都市計画の用途制限を受けているもの（既	 

存不適格建築物）で、再建マンションで同用途に使用できない場合	 

（ロ）従前のマンションに住戸を有し、または事業を営む区分所有者または生計を

一にしている者が、老齢または身体上の障害により再建マンションにおいて

生活すること、また、事業を営むことが困難となる場合	 

	 区分所有者が個人の場合、控除対象となるのは（イ）または（ロ）のいずれかに該当

し、審査委員の過半数の確認を得た者に限られる。	 

区分所有者が法人の場合、控除対象となるのは（ロ）に該当し、審査委員の過半数の

確認を得た者に限られる。	 

	 ・土地建物等の取得に係る税金（不動産取得税、特別土地保有税、事業所税）	 

	 	 不動産取得税	 転出者が事業を継続するための土地を取得したとき、取得土地価額の

5分の 1相当額の控除	 

	 	 	 	 特別土地保有税	 転出者が事業を継続するための土地を取得したとき、非課税 
    事業所税	 やむを得ない事情により転出する者が従前の事業用家屋に代わるものと

認められる事業用家屋の新増築を行ったとき、従前面積相当分控除	 

３）施行者（建替組合）に係る税金	 

建替え組合は法人税法及び消費税法上、公益法人とみなされる。収益事業に係るもの以外

については非課税である。	 

	 

（３）その他の税制	 

マンションの建替え円滑化法の施行に伴い新たに創設された建替え事業関連税制は上記

のとおりだが、その他にも従来から等価交換方式による建替え事業に利用されてきた税制が

ある。その仕組について概説する。 
１）土地建物等の譲渡に係る税金	 

建替え事業において、原則として土地の買取方式や等価交換方式等、土地を一旦事業者に

売却する事業方式を採用する場合、この土地の売却による譲渡所得は本来課税対象となる。

また、建替え事業に伴う転出者に対しても譲渡所得税が課せられることになる。ただし、一

定の要件を満たすものについては、様々な特例措置が設けられている。 
特例措置は、譲渡のみで適用を受けられるもの（特別控除、軽減税率）と、買換え等によ

り適用を受けられるもの（買換え特例）とがある。両方の適用を受けることはできず、どち

らか一つだけ有利な方を選んで適用を受けることとなる。なお、買換え特例は、特別控除と

は異なり、課税の繰り延べであるため、将来、買換え資産を譲渡した場合に多額の譲渡益が

計上され、その譲渡益に対して課税されることになる点に注意が必要である。	 

建替えにおいて、譲渡所得に関する利用可能な主な特例措置としては、以下のものが挙げ

られる。	 
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建替えに係る譲渡所得に利用可能な特例措置	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 措法：租税特別措置法	 

	 転出者の場合	 建替え参加者の場合	 

長期	 

譲渡所得	 

短期	 

譲渡所得	 

長期	 

譲渡所得	 

短期	 

譲渡所得	 

特
別
控
除
の
特
例	 

(1)	 居住用財産を譲渡した場合の3,000	 万

円特別控除（措法35条）	 
◯	 ◯	 

	 	 

(2)特定住宅地造成事業等のために土地等

を譲渡した場合の譲渡所得の1,500	 万円特

別控除（措法34条の2）	 

◯	 ◯	 

	 	 

軽
減
・
軽
減
課
税
率
の
特
例	 

(3)優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例	 

（措法31条の2他）	 

◯	 

	 	 	 

(4)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡

所得の課税の特例（措法31条の3他）	 

△	 

（所有期間

が 10 年超）	 

	 	 	 

(5)財務省令で定める場合の短期譲渡所得

の課税の特例（措法32条③他）	 

	 
◯	 	 	 

そ
の
他	 

(6)換地処分等に伴い資産を取得した場合

の課税の特例（措法33条の3⑥）	 

	 

	 ◯	 ◯	 

交
換
買
換
特
例	 

(7)特定の居住用財産の買換えの特例	 

（措法36条の6）	 

△	 

（所有期間

が 10 年超）	 

	 	 	 

(8)既成市街地等内における中高層耐火共

同住宅建設のための買換特例	 

（措法37条の5）	 

	 	 ◯	 

（建替法によ

る建替以外）	 

◯	 

（建替法によ

る建替以外）	 

 
また、次頁に譲渡所得に係る主な特例措置の比較表を示す。 
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譲渡所得に係る主な特例措置の比較	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 措法：租税特別措置法	 

	 
譲渡所得に	 

関する特例措置	 
概要	 

所有期間

の要件	 

居住状況

の要件	 

事業者の	 

制限	 

居住所有

者の利用	 

不在所有

者の利用	 

転出者の	 

利用	 

譲
渡
の
み
で
適
用	 

居住財産の譲渡

（その１）	 

（措法35条）	 

居住用の家屋とその敷地を譲渡した

場合、課税譲渡所得は譲渡益から

3,000万円を控除	 

制限	 

なし	 

自己居住	 

が必要	 

制限	 

なし	 

制限	 

なし	 

原則利用

不可	 

(不在3年以

内なら可)	 

利用可（左

記居住条

件による）	 

居住財産の譲渡

（その２）	 

（措法31条の3）	 

居住用の家屋と敷地の譲渡で、その所有

期間が10年を超える場合は、譲渡益から

3,000	 万円を控除し、特別の軽減税率	 

家屋と土地

の所有期間

が10年以上	 

自己居住

が必要	 

制限	 

なし	 

制限	 

なし	 

原則利用	 

不可	 

(不在3年以

内なら可)	 

利用可（左

記居住条

件による）	 

公社等による	 

土地買取り等	 

（措法33条の4）	 

地方住宅供給公社等が50	 戸以上の一団

地の賃貸・分譲住宅を建設するための土

地買取りの場合等は、課税譲渡所得は譲

渡益から5,000	 万円を控除	 

制限	 

なし	 

制限なし

（非居住

でも利用

可）	 

地方住宅

供給公社	 

等	 

制限	 

なし	 
利用可	 利用可	 

特定住宅地造成

事業のための	 

譲渡	 

（措法34条の2）	 

地方住宅供給公社等によって、住宅の建

設又は宅地の造成を目的とする事業用

地として買い取られる場合、課税譲渡所

得は譲渡益から1,500	 万円を控除	 

制限	 

なし	 

制限なし

（非居	 

住でも	 

利用可）	 

地方住宅

供給公

社・建替

組合等	 

制限	 

なし	 
利用可	 利用可	 

優良住宅地等の

ための譲渡	 

（措法31条の2）	 

優良住宅地等のための譲渡に相当す

る場合、軽減税率が適用される。	 

制限	 

なし	 

制限なし

（非居住で

も利用可）	 

制限	 

なし	 

制限	 

なし	 
利用可	 利用可	 

買
換
え
に
よ
り
適
用	 

特定の居住用財

産の買換え特例	 

（措法36条の6）	 

一定の要件を満たす居住用財産を売

って、代わりの居住用財産に買い換え

たときは、買い換えた金額に相当する

部分の譲渡がなかったものとする。	 

10 年超	 

10 年以上

居住	 

制限	 

なし	 

10 年以上

居住（10

年超所有）	 

利用	 

不可	 

地区外	 

物件で	 

利用可	 

立体買換えの	 

特例	 

（措法37条の5）	 

譲渡資産を売却し、等価交換により3	 

階以上の中高層耐火共同住宅を買い

受けた場合、買い換えた金額に相当す

る部分の譲渡がなかったものとする。	 

制限	 

なし	 

制限なし

（従前の利

用居住状況

や用途不問）	 

制限	 

なし	 

制限	 

なし	 
利用可	 

利用	 

不可	 

特定事業用資産

の買換えの特例	 

（措法37条）	 

長期所有の譲渡資産を売却し、一定の

資産を買い受けた場合、買い換えた金

額のうち一定部分の譲渡がなかった

ものとする。	 

10 年超	 

事業用（賃

貸用）に限

定	 

制限	 

なし	 

（事業

用・賃貸

用限定）	 

利用可	 

地区外	 

物件で	 

利用可	 
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２）土地建物等の取得に係る税金	 

・不動産取得税	 

建替え後の新築建物等不動産を新たに取得したときには不動産取得税が課税される。その

税率は、価格に対して4％（平成30年3月31日までに取得した住宅用家屋は3％）である。不

動産取得税は、都道府県税で、原則として取得後一定期間内に本人が役所に申告もしくは報

告することとなっている。マンション建替えにおいては、新建物の取得と、土地を一旦事業

者に譲渡する手法を用いた場合や権利変換時の土地の再取得に課税される。なお、自己居住

区分所有者等が住宅及び住宅用土地を取得した場合と、店舗・事務所等の区分所有者が事業

用土地（住宅の用に供するものを除く）を取得した場合とでは、税率や適用可能な軽減措置

が異なる。	 

・特別土地保有税	 

	 特別土地保有税は、土地の取得または保有に対して課される税であり、取得に係る税率は

3％である。ただし、一定の基準面積未満の土地には課税されず、また不動産取得税相当額

が控除される。	 

・事業所税	 

	 指定都市等の区域内で、床面積が2,000	 ㎡を超える事業所用家屋を新増設した建築主には、

事業所税が課せられる。新増設事業所用家屋の床面積に㎡当たり	 6,000	 円を乗じた額が税

額となる。	 

３）登録免許税	 

	 不動産の登記には登録免許税が課せられる。所有権の保存・移転、抵当権の設定・抹消に

ついて税額が定められている。なお、建物滅失登記と区分所有建物表示登記については、登

録免許税は必要がない。	 

	 なお、円滑化法による建替えの場合は、特例措置として以下の非課税措置が講じられてい

る。	 

	 ・施行者が売り渡し請求により取得する資産及び保留床に係る非課税措置	 

	 ・権利変換処分に伴う従前資産価額に係る非課税措置	 

４）土地・建物の保有に係る税金	 

土地・建物の所有には固定資産税が課せられる。また、都市計画法で定められた市街化区

域内にある土地、建物に対して、都市計画税が課せられる。これらは建替え前のマンション

にも課税されていたものであるが、建替え後に評価額が上がれば税額が大きくなる。 
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固定資産税と軽減措置	 

	 土地	 建物	 

税額	 
評価額×1.4％（標準税率）	 

（税率は市町村により変わる）	 

評価額×1.4％（標準税率）	 

（税率は市区町村により変わる）	 

軽減措置

の適用	 

条件	 

１月１日現在で住宅が建っている土地であること	 ①平成28年3月31日までに新築されたもの	 

②家屋の総床面積の50％以上が居住用であること	 

③床面積と共用部分の接分面積を加えた面積が	 

50	 ㎡以上280㎡以下	 

軽減	 

措置	 

住宅用地の評価額を、住宅１戸当たりの敷地面積

200	 ㎡までは1／6に、200㎡を超え、住宅の床面積

の10	 倍までの部分の土地については1／3	 に、そ

れぞれ軽減する	 

新築後、床面積120	 ㎡までの部分に関して、マン

ション（中高層耐火建築物）は5年間、税額を1／2	 

に軽減する	 

備考	 
その他、宅地等に対する負担調整措置が設けられ

ている	 

マンション以外等の非耐火の新築住宅について

は、新築後3	 年間の軽減となる	 

	 

都市計画税と軽減措置	 

	 土地	 建物	 

税額	 
評価額×0.3％	 

（最大、税率は市区町村により変わる）	 

評価額×0.3％	 

（最大、税率は市区町村により変わる）	 

軽減措置の	 

適用条件	 

１月１日現在で住宅が建っている土地であ

ること	 

なし	 

軽減措置	 

住宅用地の評価額を１戸当たりの敷地面積

200	 ㎡までは1／3、200	 ㎡を超え、住宅の

床面積の10	 倍までの部分は2／3	 に減額す

る	 

原則としていないが、市区町村によっては

ある場合もある	 

 
５）消費税	 

再生に係る建築費には 8％の消費税が課税される。マンションを自己の居住用として使用
する場合、また住宅用として賃貸する場合には非課税であるため、建物に係る消費税は、そ

の取得価額に加算されるだけである。しかし、その建物を店舗、事務所など住宅以外の目的

で賃貸していて、課税事業者として消費税を申告している場合には、その家賃等の課税売上

から課税仕入れ（建物価額が含まれている）を控除する仕組みがあるので、建物にかかって

いた消費税の大部分が還付されることがある。	 
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（４）税制上の課題	 

	 建替えにおいて、「円滑化法」の適用を受けて事業を行う場合、従前の住宅と従後の住宅

が等価であるときは譲渡所得税の課税がなされない。しかしながら、転出者（不参加者）が

従前の住宅を譲渡した場合の譲渡所得について、それが「やむを得ない事情によるもの」で

ある場合に限って譲渡益から 1,500 万円を控除する特例があるのみである。また、その「や

むを得ない事情」は、２２及び２３ページに記したように極めて制限された事情である。こ

のことが、同法により建替えをする場合の転出者の同意を得難くしている課題の一つとなっ

ている。	 
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第４章	 モデル団地でのシミュレーション検討	 

	 ここでは、男山団地内にある団地型分譲集合住宅の一つを対象とした再生のシミュレーシ

ョン結果を記す。その目的は、第３章で整理を進めた課題について、解決に向けた具体的な

方策への道筋を探るためである。	 

１．シミュレーション検討の対象団地について	 

	 シミュレーション検討の対象団地を、男山笹谷に位置する男山第 4住宅とした。男山第 4

住宅では、今後の住宅のあり方についての検討が平成 17 年（2005 年）に将来問題検討委員

会の発足により開始され、平成 21 年（2009 年）総会において建替え推進決議が可決された。

以降は、管理組合の組織の一部として建替え検討委員会が設置され、建替えに向けた検討が

進められている。	 

シミュレーション検討の対象団地の諸元（平成 25 年 3 月末現在）は、以下の通りである。	 

	 

所在地 八幡市男山笹谷 6番地及び 7番地（敷地は 2筆） 

完成年 1976 年 

合計敷地面積 44,736.06 ㎡ 

建築面積 6,208.97 ㎡ 

延床面積 30,148.72 ㎡ 

建ぺい率  13.9％（60％） 

容積率  67.4％（200％） 

構造・階数  鉄筋コンクリート造・5階建て 

地域・地区 第１種中高層住居専用地域・第２種高度地区（最高高さ１５ｍ） 

総戸数 490 戸（うち居住中 446 戸） 

住棟数 17 棟 

住戸タイプ ３ＤＫ（57 ㎡・58 ㎡） 

区分所有者居住住戸数  369 戸（うち 2戸所有者 3名） 

占有者居住住戸数 74 戸 

総入居者数 約 1,100 人 

駐車台数 入居者用：345 台（うち契約 337 台） 来客用：16 台 

駐輪台数 自転車：320 台 バイク：150 台 
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２．シミュレーション検討の前提条件と検討案	 

シミュレーション検討については、検討の第一段階として検討対象団地の全敷地を建替え

または保留地売却の対象とした一括建替えを前提とした検討案１～３を、検討の第二段階と

して既存住棟の存置・住棟改修、保留地売却を混ぜながら段階的に建替えを進める部分建替

えを前提とした検討案４・５を作成した。一括建替えと部分建替えの検討に関する前提条件

は以下の通りである。	 

（１）一括建替え案（検討案１・２・３）	 

一括建替えについては、検討案１から検討案３までの３案を作成した。検討の前提条件

は以下の通りである。	 

1. 建替え後の戸数については、平成 25 年度に実施した建替え意向調査の結果に基づき
370 戸とした。	 

2. 高さ制限については、第２種高度地区の制限高さ（１５ｍ）を超えないこととする。
そのため、地上５階建てを検討のスタートラインとした。	 

地上１０階建て以上を想定した高層化は、高さ制限を超えるだけでなく、工期ひいて

は仮住まい期間の長期化につながり、住民に対する経済的・心理的負担を強いる可能

性が強い。同時に高層化による周辺地域への影響が大きいことが想定される。そのた

め、高層化を避けるようにした。	 

3. 現状と同様の複数棟による一団地認定は、将来の自立更新の大きな障害となると考え
る。そのため、可能な限り１棟ごとで接道するように公道を配置し、１棟ごとで日影・

日照規制をクリアするように敷地境界線を設定した。	 

4. 住宅金融支援機構の「まちづくり融資」を受けることを想定して、その建築物要件と
して示される法定容積率の半分（容積率１００％）の消化を順守した。	 

5. 駐車場設置率（建替え住戸数に対する駐車・駐輪台数の比率）は、現状の契約台数（全
戸数に対する割合６９％）をクリアする７０％とした。	 

6. 駐輪場の設置率は、現状の設置台数（全戸数に対する割合９６％）をクリアする１０
０％とした。	 

7. 必要床面積については、住民の意向調査に基づいて住戸専有面積が５５～７５㎡の住
宅を配置し、建替え全住戸の専有面積を平均して６０㎡を少し上回るようにした。	 

8. 保留地として戸建て住宅用の用地を売却する。	 
なお、現状の高さ制限（最高高さ１５ｍ）を順守した地上５階建てでの提案１・２での検

討の結果、建物部分が地上に占める面積が大きいため、駐車場ならびに駐輪場が緑道直近ま

で配置され、緑道の既存樹木への影響が大きいことがわかった。駐車場・駐輪場の配置に余

裕を持たせて緑道の既存樹木への影響を少なくするため、地上６階建て（最高高さ１８ｍ）

での検討を進めたのが提案３である。提案３では緑道側の隣地との境界線より１０ｍの範囲

について、緑地ゾーンとして保全が可能である。	 
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（２）部分建替え案（検討案４・５）	 

検討の第二段階として、既存住宅の存置・住棟改修を織り混ぜながら段階的に建て替える

部分建替えを検討した。検討の前提条件は以下の通りである。	 

1. 再生後の住戸数は、状況に応じて検討を進めることを前提とするが、現在の住戸数か
ら１０～１５％減じる想定とした。	 

2. 現在の住戸数 490 戸は、一つの住宅地のまとまりとして大き過ぎるため、130 戸から
150 戸程度のまとまり（単位）で、全体を 3～4つのまとまりに分ける。	 

3. 各住棟が将来的に自立更新を可能とするように公道を通し、接道させるようにする。	 
4. 住棟改修を実施する住棟にはエレベーターを増設する。設置コストをできるだけ少な
くするために、着床階は３～５階に限定する。	 

5. 保留地として戸建て住宅用の用地を売却する。売却地は、円滑な売却を可能とするた
め、現在駐車場として利用している部分とする。	 

6. 日影規制の既存不適格部分（313 及び 316 棟）については、減築と建替えによりクリ
アする。	 

7. 駐車場については、設置率７０％を目処に必要な台数を確保する。従来のように住棟
から離れた場所に固めて設ける方式からの改善を目指す。住棟と住棟の間に囲み庭型

のオープンスペースに公道または構内通路を通す。囲み庭型のオープンスペースは、

集合体のアイデンティティを示す広場をイメージする。主たる駐車場は広場に取り込

むこととする。	 

	 

参考としてシミュレーション検討の対象団地をモデルとして関西大学が平成 25 年に作成

した提案を掲載する。この提案は既存住棟を４棟（１００戸）残すことを念頭に、建替え戸

数を４００戸とした部分建替え案である。売却地を現在の駐車場すなわち事業エリアの西側

に配置することにより、周辺戸建て住宅地に対する影響を最小限に留める。この提案では地

上６・７階建てを主とし、景観に変化を持たせることを目的に一部分を１３階建てとした。

中層建物と高層建物を混在させるこの手法は、ＵＲ賃貸住宅の建替えプロジェクトである

「浜甲子園団地さくら街」で用いられた。「浜甲子園団地さくら街」では、容積（床面積）

確保のためではなく、豊かな屋外空間の確保ならびに景観の変化を主眼に高層棟を配置した。	 
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第５章	 男山地域における団地型分譲集合住宅再生のための提言	 

（ガイドライン）	 

ここでは、団地型分譲集合住宅の再生にかかる取組に対して、住民の立場から必要なこと、

視点を提言としてまとめる。	 

 
1. 団地から普通のまちへ再編するまちづくりの視点を持ち、地域の課題解決に貢献する再
生を目指す。 
 

2. 団地の屋外空間を住環境の価値を高め、地域をよくするためのきっかけとして位置づけ
る。 
 

3. 団地住民が地域住民、行政（府・市）、事業者、公的な視点を持つ第三者、専門家等と
協働で継続的に再生に取り組むプラットフォーム（協議会）を設置する。 

 
4. 団地住民の全員合意を要する一団地認定の再編を再生のスタートラインとし、再編によ
り小さな単位で段階的な意思決定が可能な状態とする。 

 
5. 建替えかそのままかの二者択一ではなく、修繕や改修、住宅以外の施設の導入、売却等
さまざまなメニューを織り混ぜ、多様な要望を満たす再生とする。 

 
6. 団地の安全性について現在の状態を明らかにし、行政、専門家等の支援を得て団地住民
が再生計画を策定する。 

 
7. 主役である住民が、再生について正しい理解を通して自らの意思決定を行う。 
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第６章	 団地型分譲集合住宅の再生にかかる市としての課題への対応方針	 

ここでは、第３章で整理した課題に対する対応方針と市の支援について述べる。	 

１．公法上の課題への対応方針	 

（１）一団地の総合設計制度（建築基準法第 86 条①）	 

現在のＵＲ賃貸住宅等と一体になった一団地認定の取り消しを経た上で連担建築物設計

制度による認定を受けることを再生のスタートラインと位置づける。市は、府との協議や住

民の合意形成に向けた支援を行う。	 

（２）高度地区による高さ制限（都市計画法第 8条）	 

高さ制限の緩和に関しては、具体的な数値を定めず、高度地区の制定の目的をはずさない

範囲で周辺住民との協議を通して具体的な内容を固めることを前提とする。市は、府との協

議や合意形成に向けた支援を行う。	 

	 

２．要綱上の課題への対応方針	 

（１）駐車場・駐輪場	 

	 駐車場・駐輪場の必要設置台数について、市は具体的な数値を定めず、現状及び将来想定

される利用台数を踏まえ、協議を通して具体的な内容を固めることを前提とする。	 

（２）住戸規模	 

共同住宅の住戸規模について、３０～５０㎡台の住宅の建設を可能とするため、市は開発

指導要綱の別表の数値を改める。	 

	 

３．支援上の課題への対応方針	 

（１）優良建築物等整備事業（優良再開発型マンション建替えタイプ）	 

	 市は、府と連携して国との協議を継続するとともに、要綱整備について検討を進める。	 

（２）住宅金融支援機構によるまちづくり融資	 

	 市は、住民が住宅金融支援機構（本店まちづくり推進部まちづくり業務グループ）との協議

を進める際に支援を行う。	 

	 

４．合意形成に向けた支援上の課題への対応方針	 

	 市は、住民の合意形成に向けた取組で重要な役割を担う専門家と連携する。また、他の自

治体との情報ネットワークの強化等情報の収集・提供を図る。	 

	 

５．税制上の仕組への対応方針	 

市は、府・市が関与する税に関して府・市の税務担当部局との連携を図り、国税に関して

税務の専門家の協力を得ながら支援を行う。	 
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おわりに	 

	 

	 

	 

	 団地型分譲集合住宅の再生については、住民による主体的な再生が進まない場合、住宅・

都市政策から看過できない程、保安上危険な、または衛生上有害な状況に至るマンションス

トックが増大することが予測されます。そのような状況を踏まえた上で、将来的にはある程

度の強制力を持った再生事業が可能となる制度が望まれます。こうした仕組づくりは、団地

型分譲集合住宅だけではなく、単棟型分譲集合住宅を含む全ての分譲集合住宅を対象とすべ

き課題です。団地の再生が進まず、建物の老朽化や社会的な老朽化が進んだ場合、当該団地

の居住者（所有者）の居住環境が悪化することに加え、団地は一定の面積的広がりを持つこ

とから、周辺地域の居住環境の悪化等をもたらし、地域の衰退を招くおそれがあります。	 

平成 25 年末において、全国のマンションの総ストック戸数は約 601 万戸であり、建替え

の実績は累計で 196 件、約 15,500 戸に留まります。国では昨年（平成 26 年）より、老朽化

した住宅団地の建替え、改修を含めた再生を進めるための施策のあり方について、まちづく

りの観点も含め、幅広く検討を行う場として、有識者などからなる「住宅団地の再生のあり

方に関する検討会（※）」を設置しているところです。平成 26 年度は課題及び施策検討の基

本的な方向性の整理（中間報告）を行い、平成 27 年中を目途に施策のあり方についてとり

まとめを行う予定となっています。国では他にも第３章で紹介した各種マニュアル等の作成

を通して継続的に団地型分譲集合住宅の再生に向けた取組が継続しています。 
また、再生にあたって、保留床の処分が容易である場合は事業協力者が現れる可能性が高

いものの、男山団地をはじめとする郊外型団地においては、保留床の処分が需要の減退とと

もに、事業協力者が現れないという厳しい現実が予測されます。つまり、事業協力者をはじ

めとする他人任せでは何も課題が解決しません。そこで大切なのは「自分たちの手で課題を

解決する」という姿勢です。 
男山地域にある団地型分譲集合住宅は、その規模が大きいため住民個々の努力だけでは解

決できない問題が存在します。そこで、私たちは、再生に向けた取組のスタートラインとし

て全員合意の上、現在ＵＲ賃貸住宅と一体となった一団地認定の区域変更に取り組むことを

提案しています。 
再生に向けた道のりは決して平坦ではありません。住み続けと住み継ぎ、持続的環境の実

現を目的として、住民の皆さんが他人任せにはせず、課題について正しく理解し、前向きに

取り組んでいくことが不可欠です。団地型分譲集合住宅の再生に当たっては、住民の皆さん

が主役です。 
（※）下記のホームページで途中経過について公開されている 
	 	 	 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_001234.html 



団地型分譲集合住宅再生支援検討研究会メンバー	 

	 

関西大学団地再編プロジェクト	 
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武用権太、畑中博、田中賢治、小川友基	 
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【オブザーバー】	 
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本書は平成 26 年度八幡市受託研究「団地型分譲集合住宅への支援のあり方に関する検討」において

協議・検討した内容をとりまとめたものです。広く皆様に目を通していただき、議論が展開される

ことを望んでいます。 
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